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 第６日 

 令和元年12月10日（火） 

午前10時零分開議 

○議長（堀尾俊浩君）  これより本日の会議を開きます。 

 なお、本日の出席議員は18名で、会議は成立いたします。 

 本日の議事日程については、お手元に配付のとおりであります。御了承願います。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 質問通告者及び順位はお手元に配付のとおりであります。申し合わせにより、１人当た

りの質問時間は答弁時間を含めて60分以内となっております。御了承願います。 

 それでは、最初に、13番大庭きみ子議員の質問を許可します。13番大庭きみ子議員。 

     （13番大庭きみ子君登壇） 

○13番（大庭きみ子君）  皆様、おはようございます。12月議会のトップバッターになり

ました13番大庭きみ子でございます。本日は、師走のお忙しい中に、また、インターネッ

トで傍聴していただいております皆様方、傍聴ありがとうございます。 

 きょうは、平和の白、中村哲先生が命をかけて守ってこられました平和の象徴である白

のスーツで登壇しております。日にちがたてばたつほど、今もペシャワール会の中村哲先

生の突然の襲撃事件には、深い悲しみと悔しさと怒りを感じております。皆様も御存じの

とおり、その活動は世界にも類例のない草の根の国際貢献であり、人道支援でありました。

戦乱と干ばつで土地も人も心も荒れ果てたアフガニスタンで1,600本の井戸を掘り、長大

な用水路を築き、命を守るため、聴診器ではなく重機のハンドルを握り、水と農業を回復

させ、命と平和を求め続けてこられた中村哲先生。その用水路の集水口に導入したのは、

江戸時代につくられた朝倉市の山田堰をモデルにした伝統的な工法であります。視察や講

演会などで朝倉市に何度となく訪れ、「郷土の先人の技術を生かすことができ、誇りに思

う」と話されていました。中村哲先生のおかげで山田堰は一躍脚光を浴び、朝倉活性化の

大きな力ともなっています。また、「暴力に対して暴力で報復するのではなく、人が餓死

するような状態を解消しなければ、テロは根絶できない」と強い口調で語られ、アフガン

復興に全てをささげて取り組まれていました。平和の維持には、戦争より、勇気と忍耐が

要る。大切なのは生きること。軍隊や武器ではない。非業の死を前に、私たちは中村哲先

生が命をかけて託されたこのメッセージを決して忘れてはならないと思います。中村哲先

生のこれまでの功績に深く敬意を表し、謹んで追悼申し上げます。 

 話は変わりますが、先月の13日から15日にかけて、環境民生常任委員会では、長野県塩

尻市、松本市、諏訪市に行政視察に行かせていただきました。ＳＤＧｓの観点から、木質

のバイオマス利用や食品ロス削減、持続可能なまちづくりについて研修に行ってきました。

このＳＤＧｓは持続可能な開発目標であり、2015年９月の国連総会において採択されて、

世界全体で目指していこうという目標であります。誰も置き去りにしない一人一人の人権
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が大事にされるという理念のもと、貧困問題を初め、気候変動や生物多様性、エネルギー

など、持続可能な社会をつくるために全世界で取り組むべき課題を17の目標に分け、わか

りやすいように17色に色分けされています。さらにそれを169の具体的な項目や指標に分

けられています。これは新興国や先進国を問わず、全世界が取り組んでいくべき目標であ

り、世界中で注目されています。日本でも2016年12月にＳＤＧｓ実施指針が策定され、こ

としの12月にはさらにこの実施指針が改定になりますが、2030年を年限とする17の国際目

標であります。あと10年間で目標を達成しなければなりません。最近は、このＳＤＧｓの

ロゴバッジを胸につける人がふえているように思います。きょうも議長もつけておられま

すが、少しずつ関心が高まってきているのではないかと思っています。日本も例年のごと

く自然災害に見舞われ、災害日本と言われていますが、災害も地球温暖化が一つの原因と

も言われています。地球温暖化対策なども世界中で取り組まなければ効果がないものであ

ります。私はこの世界が一丸となって取り組むべき目標であるＳＤＧｓの概念をもっと市

役所内でも積極的に活用するようにしていただきたいと思っています。自治体における日

常的な業務であっても、多かれ少なかれＳＤＧｓに合致しています。今はこのＳＤＧｓを

原動力とした地方創生の実現が望まれています。市政においても、このＳＤＧｓの概念が

ほとんど適用できます。持続可能な社会づくりのためには、この概念を推進していくべき

ではないかと思っています。市役所においても普及や啓発活動を通して認知度を上げてい

ただきたいと考えております。今回は質問に入れておりませんでしたが、３月議会で質問

したいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、これからは質問席にて一般質問を続行してまいります。執行部におかれまし

ては、明快なる回答、よろしくお願いいたします。 

     （13番大庭きみ子君降壇） 

○議長（堀尾俊浩君）  13番大庭きみ子議員。 

○13番（大庭きみ子君）  それでは、通告に従い、行政事務改善委員会のその後の経過に

ついてお尋ねしてまいります。 

 ９月議会においても質問いたしておりましたが、まだ予算の関係もあり答弁できないこ

とが多かったようですので、その後の経過についてお尋ねいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  行政改善委員会のこれまで大庭議員より６月、９月と一般質

問を受けておりました。若干重複する部分がございますが、確認の意味でお答えしたいと

思います。 

 まず、５月に全職員向けに事務改善に対するところの職員アンケートをとっております。

これで146点からの各職員が思っている事務改善の項目を立てたところでございました。

その後に、実際、それぞれ所管する課の中で検討が可能なものを再度原課のほうに打ち返

したのが７月でございました。そこで約16件の案件について各課のほうで検討いたしまし
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た。併用しながら事務改善検討委員会、実際事務に携わっている主任主査クラス13名でご

ざいますが、ここで集中審議をし、集中的に協議をし、そして部長で構成しています事務

改善委員会の中でまたそれを確認したところでございました。９月の中では、議会の中で

は、予算編成のまだまだ状況でございましたものですから、実際取り組む事務改善の項目

立ては、ペーパーレスによる庁内の会議、これは庁内の会議の中では特に大量な資料を用

意するのではなく、簡潔にまとめて資料の提示をする。それから、庁舎内にはイントラネ

ットが整備されておりますので、いろんな回覧文、職員向けの回覧文についてはイントラ

ネットを活用したところでペーパーレス化を図る。それから、特に会議、庁内の会議、あ

るいは外部のいろんな招いた会議の中で、長時間にわたる会議の必要性というのを考慮し

ながら、あらかじめ１時間もしくは短時間で会議を行うような考え方、そして、公共施設

の包括管理、いろんな課で、いろんな部でまたがっておりまして、例えば、施設を持って

いれば清掃、それから警備、空調、電気工作物とか、いろんなところがそれぞれで所管を

しております。まだまだここは検討段階でございますが、これが包括的な管理ができない

のかと、そういうところの中で実際踏まえた上で、当然、予算編成時期に当たります７月、

８月に向けて──これは要求時期でございます。このときに、再度、職員のほうにも令和

２年度の新規事業の企画立案に係りますところで、システム導入とか、あるいは働き方改

革を視野に入れたところでの予算の要求の推進の取り組みを周知徹底したところでござい

ます。 

 その後、とりまとめの段階でございまして、まだまだ予算編成ではございますが、予算

を伴わない事務改善としましては、先ほど言いましたように、会議のルール化とか、ある

いは各種証明書等の申請様式がそれぞれ窓口の中では異なっておりますものですから、そ

こあたりの統一を図るとか、直接市民に対するところの簡素化とか、あるいは職員の事務

の軽減に係る部分なんかについて、これは予算は伴いませんでしょうけど、今、再度徹底

をしているところでございます。実際、予算の係る分については、人事の給与等の総合管

理システム、職員の給与に係るところの管理システムの導入を今検討しておりますし、

ホームページの更新も今検討しております。特に災害時等におきましてはライン等を活用

したところのチャットパット、幾つかの対応をもう既に登録をしておって、こういう問い

合わせにはすぐ答えができるような、そういう視野を今検討しておるところでございます。

それから、特に日々の業務の中での業務プロセス、本当にこの業務がここまで確認しなが

ら、当然間違いがあったら大変なことでございますので、業務のプロセスをもう一度見直

すと。それから、これは一つの例でございますが、ある業務の中で大量に納付書等を印刷

する業務がございます。一気にシステムにゴーサインをかけますと、要らない帳票まで上

がる部分もございます。本当に必要な、無駄な帳票の打ち出しをやめるとか、そういうと

ころの中でも、やれるところからの部分で今最終的な取りまとめを行っているところでご

ざいます。直接予算に係る分については３月の中で、また、予算審査の中でもまた提示を
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するところでございますので、その後の動きとしましてはやれるところから、そして職員

の意見を聞きながら今現在取り組んでいるところでございます。以上でございます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  今、いろいろと御検討されているようで、大変御苦労だなと思

っております。もう１回確認をしたいんですが、先ほど、公共施設の包括的な管理ができ

ないかという、検討しているということで、これはどういうふうな今からのスケジュール

で流れていくのでしょうか。来年度から実施されるように検討されているのか。そのあた

りをもう一度確認をしたいと思います。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  庁舎管理等につきましては、総務財政課のほうの庁舎管理の

ほうでやっておりますが、先ほど言いますように、ほかの部におきましてもいろんな施設

がございます。まず、洗い出しといいましょうか、予算ベースでは確認がとれますものの、

本当にそれがまとめることができるかというところを今担当者の──実際これを回してい

ますのは総合政策課のほうからの全庁的に担当者レベルの中で今聞き取りをやっていると

ころでございますので、ただ、これが一気に来年からという話にはならないかもしれませ

んけど、まずはそういう動きを職員のほうにもわかってもらって、一括管理することでメ

リット、もしくは下手すればデメリットがある可能性もありましょうけど、そこあたりの

部分について再度全庁的にやっているところで、ちょっとスケジュール等については令和

２年度からという話にはまだ至りませんけど、その足かけとして今動きを始めておるとこ

ろでございます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  前向きに検討していただいているということで大変うれしく思

っておりますが、たくさん今事務処理の簡素化とか、無駄な手続がないのか、見直しをし

ているということで、それも大事なことだと思っております。その中で、庁舎、文化施設、

体育施設、学校、保育所、本当にたくさんの公的な施設がございますが、それが包括管理

できれば、私も職員が本当に業務に、住民サービスに専念できるのではないかなと思って

おります。なるべく職員がもっと本来の仕事に従事できるような業務改善につながるよう

な、私は前向きにこの件は考えて取り組んでいただきたいなと思っているところです。ま

だ時間もかかるということでございますので、ぜひとも職員の意見も聞きながら、ぜひ改

善をしていただきたいなと思っています。 

 先ほど、職員にアンケートをとって約150人近くからの回答があったということで、そ

れだけ職員も真剣に前向きに考えていることだと思います。その結果について、職員への

打ち返しはされているのかお尋ねいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  先ほど、５月にそれぞれ職員がどうやったら今自分が持って
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いる業務の中で事務改善ができるかということの中で、146項目のほど挙がったというこ

とで、このことについてはそれぞれと思われる課のほうで打ち返しをしております。そし

て、その中で、先ほど言いますように、検討可能なもの、本当にこれが改善できるという

可能性があるものについては、もう一度踏み込んで７月に再度、総合政策課のほうから原

課のほうに打ち返した。やりとりをしながら、実際本当にやれるか否かというところまで

原課の担当の話を聞き取るやりとりをしたところでございました。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  ぜひとも職員一丸となって、業務改善というのは現場の意見も

大変必要であろうと思いますし、やりやすい職場環境づくりがまず大事だと思っておりま

すので、ぜひともそのあたりは、今も聞かれて打ち返しもしているということでございま

すが、しっかり現場の職員と話をしながら、効率的な業務プロセスを見直して改善してい

ただきたいと思っておりますので、今後のまたさらなる推進に期待をいたしたいと思って

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に移らせていただきます。 

 まず、長時間の時間外勤務を超えている職場がどれぐらいあるのか。現在把握してあり

ましたら教えていただきたいと思いますし、恒常的に残業が多い職場と時期的に残業が多

い職場と２パターン分かれるかと思いますが、区分して現在の残業時間はどのくらいある

のでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  まず、全体的な状況について御説明をさせていただきます。

発災前、平成29年４月、これが6,350時間ございました。発災の月、平成29年７月は４万

1,524時間でございました。その後、平成30年４月、１万920時間でございます。本年４月

が１万580時間、直近の令和元年10月、6,406時間でございます。 

 推移としましては、全体では減少傾向にありますが、先ほど議員が申されますように、

時期や部署によってはまだまだ多いところがございます。 

 恒常的に時間外勤務が多い場所はということでございますが、まだまだ災害復旧につい

ての部署、災害対応している部署を中心に数課ございます。 

 時期的なものについても、年度末等について集中する課もございますし、年度が明けて

の部分に集中する課もございますので、朝倉市としましては36課がございますが、その中

で今現在、恒常的に時間外が多いというのは本当に数課でございます。以上でございます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  やはり災害発生後は大変な長時間勤務で、大変御苦労をおかけ

していたことだと思います。現在、２年５カ月ほど過ぎまして若干戻りつつあるかなとい

う状況の中だと思いますが、本当に今は働き方改革も叫ばれておりますし、労働基準法も

変わってきておりまして、職員がまずは倒れては復興は進まないと思っております。二次
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被害を出さないためにも、しっかりとした職員の健康管理、職場の環境改善が必要だと思

っているところでございます。 

 その中で、まだ若干数課においては残業が残っているということで、残っている部署に

ついては、月45時間以上は労働基準法で残業できないようになっておりますので、どのよ

うに改善策を考えてあるのかお尋ねいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  ことし４月より働き方改革の徹底ということでございまして、

まず、４月15日付で、私、総務部長の通知としまして、職員向けのほうに月45時間、年間

360時間を上限としてということの中で通知を出して、先ほど言いますように、どうして

もやむを得ず月45時間を超える場合につきましては、そこの所管の所属長が理由書を提出

させております。人事秘書課が必要に応じてヒアリングをしております。ヒアリングでは、

所属長は職員の状況を把握し、事務の配分や職員間の連携、計画的な事務の執行を行うよ

う、また、事前命令の徹底や退庁指導を行うよう指導をしているところでございます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  前向きに取り上げていただいて、改善に向けて取り組んでいら

っしゃるというお話をお聞きいたしました。実際、病休やメンタルなどで今休職者はどの

ような推移になっているのか、わかればお尋ねいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  病気休暇及び休職者の推移ということでございます。平成29

年２月末時点、病休及び休職者は14人いました。そのうち、メンタルが10名でございまし

た。平成30年２月末現在、病休・休職者は15人、うち、メンタルが12名でございます。こ

とし２月末の時点では、病休・休職者は８名、うち、メンタルが６名でございます。直近

の11月末現在では11名、うち、メンタルが９名でございます。 

 メンタル不調による病休・休職職員については、一時期よりも減っている状況にはあり

ますが、再度の病休になる場合もあり、復職後にも注意を払っているところでございます。

以上でございます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  大変な御苦労をかけているなと思っております。一時期よりは

若干回復されている方も出てきているということで、それは喜ばしいことだと思っており

ますが、早期退職者も年々ふえてきているという話も聞いたりいたしますが、そのあたり

はどのような状況になっていますでしょうか。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  早期退職者は、勧奨退職や自己都合など、毎年数名おられま

す。退職の動機としましては、それぞれの考えや事情があるようでございます。市といた

しましては、それぞれの事情の解決には困難なものも多いと思われますが、職員が市役所
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の仕事についてやりがいを感じ、職員同士が協働によってともに働く喜びを共有・共感で

きるような職場づくりや仲間づくりをすることを非常に大切なことだと考えておるところ

でございます。 

 そのような中で、勧奨で退職された方は平成28年度が４名です。平成29年度１名、平成

30年度２名でございます。令和元年についてはまだまだ未公開でございます。以上でござ

います。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  大変優秀な職員の方ばかりいらっしゃるわけで、ぜひともその

方たちが100％力を発揮できるようになれば、すばらしい朝倉市の私は推進になっていく

のではないかなと思っております。ぜひとも健康で、そしていい仕事ができるような、そ

ういうメンタルの不調のないようにしっかりと職場改善、環境改善を努めていただきなが

ら、皆さんがやりがいのある職場となれるように、ぜひとも今後とも努力をお願いしたい

と思っております。 

 では、次の質問に移らせていただきます。次は、予算編成方針についてということで項

目に挙げております。これ、順番を若干変更させていただきまして、３番、４番を先にさ

せていただきます。 

 まず、12月の予算編成時期になりますと、大変、総務財政課の残業時間もふえているこ

とだと推測されております。新年度の予算編成は大変今忙しい時期になってあるんだと思

いますが、予算編成方針を出された後に予算要求要綱を各部課に通知されて、市議会３月

の定例会へ予算案を提出するという準備を進めてある段階だと思っております。既に令和

２年度の予算編成がスタートしているわけでありますが、特に令和２年は災害から４年目

となり、復旧・復興に向けて推進していくための重要な年になるものと思います。予算編

成においても選択と集中が一層求められてまいりますし、より効率的に事業を行っていく

ためにも、枠配分予算編成方式を導入してはどうかと考えております。この予算編成の枠

配分方式についてどのように考えてあるか、市の考えを伺いたいと思っております。また、

今までに枠配分予算編成について検討したことがあるのか。あればその過程について説明

をお願いいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  予算編成に当たっての枠配分方式ということでございますが、

現在、朝倉市で行っている予算編成は、各所属において次年度実施すべき事業を検討し、

財政担当へ予算要求を行い、ヒアリング後に財政担当による審査後、最後に市長査定をい

ただき編成をしております。これは一件査定と呼ぶものでございます。 

 これに対し、枠配分方式、先に財政担当より各部に歳入の一般財源予算枠の提示を行い

ます。その枠内において各所属が次年度実施する事業の検討を行うとともに、その枠内に

おいて自身で予算調整をするもの、その結果を財政担当が取りまとめ、市長にも査定をい



 8  

ただき予算編成を行うものということで認識をしております。 

 さらに、詳細としましては、その枠配分は経常経費と政策経費などに分けられ、先に説

明したものは主に経常経費で、政策経費などの取り組みは他団体では異なっていると認識

をしております。 

 もうちょっと枠配分方式の考え方について、今私どものほうの考え方を申し述べさせて

いただきます。 

 まず、枠配分方式のメリットとデメリットという考え方でございます。メリットとしま

しては、職員の自立性や自主性の確保によるスクラップ・アンド・ビルドへの期待が持た

れると思います。職員の財政状況への理解、コスト意識の向上による過大な予算要求の減

につながるものと思います。それから、財政担当の業務量の減につながると思います。 

 それから、デメリットとしましては、制度導入に時間を要する。事務的整理と職員周知

などがあるかと思います。それから、財政規律の確保が難しいのではないかという考え方

です。全庁的な統一したものが薄れてくるのではなかろうかと思っております。それから、

各所属での業務量は反対にふえるということがあります。枠配分時の超過額の調整にまた

時間がかかってくると。近年、枠配分方式を導入していた団体の中でも廃止や見直しを行

い、先ほど申しました一件査定などに戻している自治体もふえているのが現状でございま

す。今、朝倉市の予算編成としましては、一件査定という形の中で行っているのが現状で

ございます。以上です。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  今、枠配分予算編成のメリットとデメリットをお話ししていた

だきましたが、もちろんメリットもあればデメリットもあるんだと思っております。現在、

朝倉市の場合は一件査定になっているということで、大変な膨大な量を総務財政課が今や

ってあるんだなというのを実感して見ておりますが、例えば、全部を枠配分にするのでは

なくて、新規事業だったり、導入してある自治体によると、部分的に枠配分を取り入れて

いっているところもございますし、事務整理にすごく時間がかかるというのは聞き及んで

おりますので、私は新しい朝倉市が目指していかなければならない新規事業なり、そのあ

たりに枠配分方式を採用できないのだろうかというふうに考えているところでございます。

一つは職員の、さっきもちょっと言われたんですが、やる気や創意工夫が発揮される部分

というのが私はすごく大事ではないかなと思っております。特に朝倉市は災害が起こりま

して厳しい財政の中でどうやって支出を減らすかということに重きを置いてあるのではな

いかなと思っているんですが、一生懸命、職員や部の方たちも新しく朝倉市の再生のため

にいろいろアイデアを出して、今考えを研修に行かれたりまとめたりされているところだ

と思います。そういうのは部とか課にしかわからない本当に難しい制度的な問題があった

り、もちろん背景もございますし、一番詳しいのは担当課ではないかなというふうに思っ

ているんですね。担当課がこういうふうな創意工夫をしていきたい、こういうふうに新し
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い事業、それもスクラップ・アンド・ビルドで全てが新しい事業ばかりはできませんので、

必要じゃない事業は廃止をしていく、ゼロベースで見直していくということも大事だと思

っております。そういうのをある程度、担当課のほうに任せて創意工夫をしていただいた

らどうかな、そちらのほうが職員が伸びるのではないかなというふうに思っているところ

なんですね。全面的に入れるのはかなりの無理があるだろうと思うんですが、できる部分

から枠配分方式を取り入れていくようなことができないのだろうかと思っているんですが、

そのあたりはいかがでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  朝倉市、先ほど言いますように、一件査定ということで行っ

ているところでございますが、部署によっては枠の中で予算編成をしている部分もありま

す。例えば、道路の整備関係──これは建設課になりますが──とか、あるいは教育委員

会のほうの学校配分経費等、一部ではございますが、ある程度、担当課のほうに枠の中で

動かすような予算編成も一部ではしているところでございます。先ほど言いますように、

財政の規律とかの部分の中で、確かに総務財政課の財政担当のほうに負担が物すごくかか

っているということでございますが、そこの部分の若干でも回避するために、今、財政の

担当の従来のヒアリングのやり方も手分けをしながら、今までは全担当で１つの部署・課

にヒアリングをしておりましたけど、集中しながら手分けをしながら聞き取りをする。そ

して、事前ヒアリングのときにはポイントを絞りながらヒアリングをしていくとか、そし

て、先ほど言いますように、新規事業とか、あるいは地方創生の新規に伴う分については、

先に総合政策課のほうの企画部門のほうが事前にそれを聞き取っていくとか、そういうふ

うに財政担当のほうに一気に業務が集中しないように、それでもこの時期、事務量は多い

んですが、それを少しでも軽減するような事務の流れを今構築しつつあっております。 

 いずれにしても、現在がベストであるという認識は持っておりません。さらなるベター

というか、よりよいものを求める取り組みを事務サイドの中でも検討していくし、当然、

予算ということでございますので、間違いがあってもいけませんし、先ほど言いますよう

に、担当課のほうがいろんな補助の流れとか、あるいは上部団体の動きとかについては把

握しておりますので、そこあたりは漏れないように聞き取りをしながら動いていくという

のが現状でございますので、このやり方をベターとは思っておりませんが、まだまだこの

状態が続くのではなかろうかということで認識しております。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  なかなか急に新しいやり方をというのも、本当にそれは無理も

あるのだろうかと思うのですが、一極集中しているというか、事務量が大変膨大に総務財

政課にかかっているということもありますし、各課・部でそれぞれに創意工夫できるよう

な職員を育てる、企画力を育てる、そういう部分も必要ではないかなと思っているところ

です。ぜひとも、一度に無理があっても、新規事業とか枠配分ができるところは少しでも
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職場の創意工夫が発揮できるような、そういうやり方を検討していただきたいと思ってお

ります。また、それにあわせては、全体のコーディネートとかマネジメントも大変重要に

なってくると思いますので、そのあたりは総務財政課の役割かなと思っておりますが、や

る気を伸ばすというか、皆さんが本当にいい仕事ができるような改善に向けても考えてい

ただきたいと思っております。そういうことで、今後、よろしく御検討をお願いいたしま

す。 

 次に移りたいと思います。次が、部長制度の活用と政策調整会議の活性化についてとい

うことで質問項目を挙げておりますが、今、朝倉市は部長制度がしかれておりまして、そ

の目的と業務内容についてお尋ねをいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  部長制度は、市長、副市長を補佐するとともに、権限委譲に

より業務や意思決定の迅速化を図り、関連業務を行う課の連携を行うことで組織の効率

化・総力化を図るため、導入をしているものでございます。そのため、部長は市の基本方

針の策定に参画し、部内においては重要事業の方針立案、各課間の業務調整、各課重要事

業の進捗管理を行い、また、他の部との協議や業務調整を行う役割として動いております。

以上でございます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  大変重要な役割を果たしておられるんだなというのを今また改

めて感じております。現在、市役所の中で部長さん、いらっしゃいまして、本当に部長制

度がもっと円滑に機能ができると、またさらに朝倉市政もより活性化するのではないかな

と思っているんですが、円滑に機能が発揮できるような工夫とかはどのようにされている

のでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  部長は、先ほど言います庁議や政策調整会議において、市の

基本方針や重要施策等について、自分が属する部の立場からの意見や自身のこれまでの経

験・知識から意見を出し合いながら協議を行っております。そして、市の重要事項の決定

に参画しております。また、部長会議において、他の部との協議や業務調整を行っており

ます。部内においては部課長会議を開き、部内の重要事業の方針立案や各課間の業務調整、

各課からの意見等の集約を行っております。また、日常業務を通じて、各課の重要事業の

進捗管理なども行っているところでございます。 

 部長制度によって市の重要事項の意思決定が補完され、縦割りの中においても円滑な行

政運営に資しているものであるというところで考えておるところでございます。特に平成

29年の災害時には、部長は緊急な案件の決定や災害対応業務の割り振り、情報収集、状況

報告などを行い、大きな役割を果たしておりました。現在も災害関連業務など、多くの業

務調整を行っている状況があります。 
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 なお、国・県より招聘いたしております部長につきましては、庁内のみならず、国、県

などとの対外的な調整にも貢献をしていただいているところでございます。以上でござい

ます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  大変な御努力をいただいているということで感謝を申し上げま

す。 

 この部長制度ができておりまして、市長、副市長を中心に縦のしっかりとした信頼関係、

本当にこれはかなめになるものだと思っております。また、職場環境を向上させるために

も、この部長制度の活用というのは大きなキーワードになっていると考えております。 

 この縦の関係がしっかりできて、そしてさらに横の関係がしっかりと連帯できれば、縦

横、強靱な石垣となって、一丸となってワンチームの職員体制ができるものではないかな

と確信しております。 

 それで、横の関係づくりとして、朝倉市の中には政策調整会議が毎週、行われていると

いうことをお聞きいたしております。この政策調整会議の役割、また、その目的について

お尋ねをいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  政策調整会議は、毎週月曜日に、市長以下全部長並びに財政

担当課長、そして企画政策の課長で総勢13名で行っております。 

 特に喫緊のいろんな情報の収集、あるいは市に重要な案件がある場合の機関決定をする

というところの中で、先ほどから申しますように、それぞれの部が抱えています案件もご

ざいます。それぞれの部が、知識、今までの経験を踏まえたところでのアドバイスも行い

ます。市長、副市長のいろんな考え方を補完するというところの大事な位置づけとして政

調会議を持っておりまして、これは欠かすことなく毎週行っておりますので、そういう中

で、まずは政調会議で幹部で確認をした後に、全庁的に職員のほうに周知をしていくと、

そういう流れの縦の流れ、そして、部長間の横の流れを重視した会議でございます。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  本当にしっかりとした横の連携がとれているということでござ

いました。 

 私たちも視察に行って、松本市に行ったときに、１つの政策に対して10課が協力体制を

持っていたんです。すごく横の連携ができておりまして、これはすごいなと思ったんです

が、やはり１つの課、部だけではできない事業というのがたくさんあります。横の部課に

またがっての政策もございますので、そういうときにしっかりと横の連携をとっていただ

きたいなと思っているんですが、この政策調整会議以外に横の連携をとれるような会議と

いうのは行われているのでしょうか、お願いします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 
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○総務部長（石井清治君）  政策調整会議というのは毎週行っているものでございまして、

案件によっては特化してプロジェクトを組みながら、担当課長まで入ったところで行って

いる部門もございます。 

 特に災害発生後は堆積土砂の関係とか、あるいは災害公営住宅の関係とか、企画政策復

興推進室、そして、都市計画の住宅係とか、いろんなところの知恵を出しながら、どうし

たら早く、この問題が解決できるのか、どうしたらこの予算取りができるのかとか、そう

いうのは集中的に横断的にプロジェクトを組みながら、案件、案件ごとにそれぞれの部長

指揮のもと、そして根幹は副市長の事務方の指示のもとで行っておるのが現状でございま

す。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  ぜひとも縦の関係、信頼関係、そして横の横断的な連携をしっ

かり持っていただいて、今、部長も申されたように、ぜひともワンチームとなって朝倉市、

そして復旧・復興へ、また、オール朝倉でさらなる邁進をお願いしたいと思っております。 

 本当に大変な役目をお持ちだと思っておりますが、市長、副市長を支えながら一つの大

きな石垣となっていただき、一丸となって復興へ進みますようにさらなる努力をお願いし

たいと思っています。 

 次に移らせていただきます。 

 次は、令和２年度予算編成に向けての市長の方針について、市の方針についてお考えを

お伺いいたします。 

○議長（堀尾俊浩君）  総務部長。 

○総務部長（石井清治君）  令和２年度予算編成に向けての市長の方針ということでござ

います。私のほうから答えさせていただきます。 

 朝倉市としては、令和２年度予算編成方針を作成をしております。職員には、10月の中

旬に説明会を通じて周知をしているものでございます。その方針について、今から読み上

げます。 

 平成29年７月九州北部豪雨災害に加え、相次ぐ豪雨災害の影響を受け、災害復旧事業は

いまだに厳しい状況が続いている。将来的な財政負担増にも十分配慮しつつも、被災者に

寄り添い、一層のスピード感を持って復旧・復興事業を重点的に取り組むこととともに、

復旧・復興の効果を補完、または増進する事業を重点的に予算化する。 

 あわせて、災害や危機に強く、安全安心が実感できる暮らしの実現のために、国の制度

など有効な財源を最大限活用しながら、防災・減災対策、強靱化事業に取り組む。また、

このような中であっても重要課題である地方創生、人口減少対策を実施していくと、この

ことを基本方針として職員のほうに周知をしております。 

 つけ加えまして、さらに部長及び各所属長に向けては、災害復旧・復興事業、地方創生

関連事業、その他の行政経営の増加に対応するためには既存経費の圧縮は不可避であると。
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あわせて、人的資源も限られていることから、部長及び各所属長は全般的な行政運営と責

任者としての自覚を持ち、全ての事業においてゼロベースで見直し、優先度の高い事業の

取捨選択を積極的に行うこと。 

 予算要求に当たっては、部内及び課内会議等による総合的な調整を図り、各事業ごとに

前年度当初予算額を超えない範囲内での要求を原則とするということも伝えて、全庁的に

10月、もとより新規事業については７月、８月から動き出しておりますが、一気に全庁的

に10月をもって、この方針に従いながら予算の方針という形の中で、現在取り組んでいる

ところでございます。以上です。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  復旧・復興、本当に大切な最優先しなければならないことでも

ございますし、その中で厳しい財政をどうやりくりしていくかという御苦労もかいま見え

ております。 

 来年度、ゼロベースで見直すということでスクラップ・アンド・ビルドでもございます

し、今、何が必要なのか取捨選択──集中と選択とも言いますが──が必要な時期になっ

ているんだと思います。その中で、いろいろ今から査定をされていきますが、予算編成の

中で廃止した事業とか、そういうもの、期間を延長した事業とかもございましたら、そう

いうのも予算審査のときにぜひとも説明をいただきたいなと思っております。 

 大変、今、厳しい状況の中というのはよくわかっておりますが、来年度、林市長も２年

目になられることでありますし、予算編成の中に市長が描かれているようなビジョンの実

現に向けて、何か留意をして予算編成を行われるのでしょうか。考えがあればお尋ねをい

たします。 

○議長（堀尾俊浩君）  市長。 

○市長（林 裕二君）  お答えをいたします。 

 今年度を含め４年間で何に重点を置いてやっていくのか、そうして10年後に何を目指す

のかについては、ことし３月にまとめた基本構想や総合計画の中でお示ししたとおりであ

ります。 

 施策においては、９つの柱、20の重点分野、さらに横断的に取り組む重点分野として災

害からの復旧復興、そして、地方創生の推進を掲げております。来年度予算編成において

も全ての事業をゼロベースで見直し、優先度の高い事業の取捨選択を積極的に行うことを

方針として、職員に周知をしたところであります。 

 今年度中に第２期総合戦略を取りまとめますが、人口減対策にどのように立ち向かって

いくのかも重要な課題であるというふうに認識をしております。組織全体の知恵を結集し、

新たな施策を創出しようと努力を重ねているところであります。 

 現時点では、来年度の予算査定のさなかにございますために、具体的な事例はお示しで

きませんが、３月に開催される定例会においてお諮りするということで御理解をいただき
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たいと思います。 

 朝倉市は、さまざまな取り組みを重ねております。一方で、そのことが余り知られてい

ない、行き届いていないという話は、よくお聞きをしますし、耳にするところでもござい

ます。 

 取り組みの内容を朝倉市内外、あるいは市役所内、あるいは市民向け、そういった形で

しっかりと事業の中身、それから効果、そういったことをＰＲをして、必要とする人々に

サービスを行き届かせることは非常に重要であります。昨年来、そういったことの重要性

を職員に周知してきたところではありますが、成果が上がるよう、今後てこ入れをやって

いきたいというふうに思います。 

 先ほどの質疑にございましたように、新しい事業をぜひ各課から、職員から出していた

だきたいという話がございました。全く私もそう思っておりまして、そのことが非常に弱

い部署がございましたので、逆に我々のほうから、もうちょっと考えて、朝倉市の現状と

将来を考えて、しっかりと知恵を出して、そして上げてくるようにと、そういったことも

やりながら、議員がお話をされていますように、職員が朝倉市職員としてやりがいを持っ

てしっかりやっていけるようにと、そういったことにもしっかり配慮しながら、朝倉市、

しっかり元気にやっていくということで予算編成を現在行わせていただいているというこ

とでございます。 

 ３月議会に御提案申し上げますので、よろしく御審議をいただきたいということでお答

えをさせていただきます。以上です。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番。 

○13番（大庭きみ子君）  今、市長からも答弁をいただきましたけど、災害復興に向けて、

今、２年が過ぎまして、次、３年、４年となっていくんですが、本当に人口減少、今、待

ったなしの状態で進んでおります。本当に消滅可能性都市とならないように、持続可能な

まちづくりを進めていかなければならないと思っております。 

 農業、産業、商業の活性化とともに朝倉市の魅力を発信し、関係人口をふやし、若い人

が定住するような子育てしやすいまちづくり、文化と教育のまちづくりをもっとアピール

していただきたいと考えております。アピールが足りないと市長もおっしゃられておりま

したが、やっていることをしっかりと伝えていく、朝倉市の魅力を伝えていくことも大事

かなと思っています。 

 林市長は、長年、幼児教育にも携わられて子育て支援にも尽力されており、県政にも長

くかかわられてきて、多くの卒園児が住む朝倉の町を住み続けたいと思えるように、ぜひ

とも林市長でしかできない持ち味を出したまちづくりをしていただきたいなと思っていま

す。 

 災害の後遺症というのは後で徐々にあらわれてきます。少しでも自治体の体力のあるう

ちに、地方創生の切り札というか、今、新しいチャンスを出してつかんでいかなければ埋
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没してしまいそうな気がしております。 

 私もできるところから、議会もワンチームで、また、オール朝倉で、朝倉市創生に向け

て全力で取り組んでまいりたいと思っております。 

 災害前より元気な魅力のある朝倉市になることを願いまして、私の一般質問を終わりま

す。どうもありがとうございました。 

○議長（堀尾俊浩君）  13番大庭きみ子議員の質問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。11時10分より再開いたします。 

午前10時59分休憩 


